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シリーズ：各指定団体の計画生産への取り組み3

東北の場合
中央酪農会議では、生乳需給の緩和等の厳しい状況を踏まえ、
13年度ぶりに減産型計画生産を実施することとなりました。
これを受け、本誌面において各指定団体の計画生産への取り組みを
順次紹介しています。
前回は北海道と関東の流れを紹介しましたが、
本号では東北と九州の取り組み内容を紹介します。

北生乳販連では、平成18年度の生乳需給がかつてない緩和状態になり、脱脂粉乳・バターとも
に大幅な在庫増加となり、計画生産枠内であっても販売不可能乳が恒常的に発生するような厳し

い需給状況にあるとして、減産型の計画生産を実施するとしています。しかし、酪農生産基盤の弱体化
を招かない配慮として、販売基準数量に加えて特別枠を設定し、地域・個別経営の実情に応じた選択的
生産抑制策を実施するとしています。

＊

北地域の出荷目標数量は、中央酪農会議から配分された販売基準数量に計画生産枠外扱いであ
るチーズ・全乳哺育向け、さらに特別枠と1％アローワンスを加えたものとし、平成16・17年度

の実績を基礎に各県の出荷目標数量を設定しました。
　特別枠については、その財源確保のため、平成16年度の生乳需給調整等安定対策資金（とも補償拠出
金）、年度末精算資金残額及び平成17年度の残額を活用し、不足分については平成18年度4月分以降の
乳代精算金より30銭／kgを控除し、計画生産対策資金として積立が実施されます。生乳出荷抑制策と
しては、東北地域全体の取り組みとして体細胞数による出荷抑制対策を実施し、支所会員による取り組
みとして①乳牛の導入・増頭の抑制、②低乳質牛の淘汰、③乾乳期間の延長、④不需要期における自家
育成牛への全乳哺育への仕向けにより出荷抑制、⑤乳業者からチーズ製品を買い取り当該酪農家へ還
元、等を選択的に実施し出荷を抑制するとしています。
　また、牛乳・乳製品の消費拡大対策として、別途要領を制定し、酪農家一戸当たり60個（200g／
個）以上のバターの消費拡大と宅配牛乳の推進を図り、さらに東北生乳販連会報Viewsの号外で駄牛淘
汰や一日バケツ1杯以上の全乳哺育実施の呼びかけを行われています。
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特別枠Ａ
（脱脂粉乳在庫削減） 6,849t

特別枠Ｂ
（脱脂粉乳・バター在庫削減） 1,000t

表1　東北地域の特別枠実施数量

表2　出荷目標数量の達成対策

特別枠A・B
乳製品在庫対策の実施による特別枠にかかる財源確保のため、平成18年
度4月分以降の精算乳代より30銭／ kgを控除し、計画生産対策資金とし
て積立を実施。

東北地域全体
による取り組み

体細胞による出荷抑制対策

支所会員による
選択的取り組み

①乳牛の導入・増頭等の抑制

②低乳質牛の淘汰

③乾乳期間の延長

④不需要期における自家育成牛への全乳哺育への仕向けにより出荷抑制

⑤乳業者からチーズ製品を買い取り当該酪農家へ還元
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各指定団体の計画生産への取り組み　その3

九州の場合

州の今年度生乳計画生産対策は、まず、全国からの配分数量（基本枠）を平成16年10月から平
成17年9月までの会員別生乳出荷実績数量に応じて按分し、平成17年度計画生産ペナルティ、

新規就農枠の申請、アウト・イン申請の合計数量を平成18年度会員別生乳計画生産数量として設定
するとしています。
　生乳計画生産数量の管理と需要期生産対策を行うため、月別に生産者別生乳計画生産数量の設定
を行い、その実績を旬・月別に集約し需給状況を的確に把握し、農協別・個人別に生乳需要に見合っ
た需要期生産に努めることとしています。会員ごとの生乳出荷実績数量が、生乳計画生産数量に対
し未達及び超過となった場合、供給責任の明確化及び適正な計画生産管理を行うため、九州生乳販
連として全国配分数量の達成及び未達成にかかわらずペナルティー措置を行うとしています。

別枠については、各会員への基本枠の配分後、会員より希望申請がある場合は中酪へ申請す
ることができるが、特別枠での乳代は当該会員へ直課とするとしています。

　またその他にも、生乳生産基盤の弱体化防止と規模拡大者の生乳生産が円滑に行われるよう、生
産調整対策として規模拡大者枠の設定と会員内の流動化促進を導入し実施するとしています。

■平成１８年度牛乳消費拡大対策事業について

　九州生乳販連においては、九州の酪農を取り巻く環境について、飲用需要の低迷が様々なマイナ
ス要因を招き、今や危機的な状況にあると認識しています。こうした状況の中、これまでの牛乳消
費拡大事業を振り返ると、単年度による意見広告等を展開してきたため、九州の生活者に対し「九
州の牛乳」として根付くまでには至っていないとの認識があり、こうした問題意識から18年度の牛
乳消費拡大対策事業はスタートしています。
　一方、生活者からは「安全・安心な牛乳」の供給が求められています。原料乳生産に対する法整
備も進んできています。九州生乳販連では牛乳消費拡大の観点から安全安心の訴求も重要な課題と

九

規模拡大者枠の設定 各会員は、第一次設定数量より概ね１％を預かり、要件を確認の上、該当する規模拡大者へ適用する。

会員内の流動化促進 必要に応じて会員内の流動化を実施することができる。

表4　生産調整対策

表3　生乳計画生産数量に対する未達・超過の措置

未達に対する措置
年度終了後、生乳出荷実績数量が生乳計画生産数量から1％を超えて未達となった場合、翌年度の生乳計画
生産数量から当該未達数量を削減、及び1kg当たり40円の金銭ペナルティを徴収する。

超過に対する措置
年度終了後、生乳出荷実績数量が生乳計画生産数量から1％を超えて超過となった場合、翌年度の生乳計画生産数
量から当該超過数量の削減、及び1kg当たり40円の金銭ペナルティを徴収する。

需要期供給促進特別措置
需要期の生乳供給を促進するため、7月～10月（累計）の生乳出荷実績が前年同期の実績を上回った会員は、
その上回った数量について超過に対する措置の適用から除外する。

災害保留措置
年度中に発生した自然災害等により影響を受けた生乳計画生産数量について、希望する会員は災害保留数量として
平成１９年４月末日までに申請する。

新規就農枠数量に係る
未達の措置

新規就農枠数量として設定した数量については、本年度の未達に対する措置より除外する。

特
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して位置づけています。
　九州では、生活者の「安全・安心」「地産地消」「食育」といったニーズを踏まえ、九州の酪農が誇
れる“ブランド力”を育て、将来に渡った安定的発展を目的とする牛乳消費拡大対策事業を展開し

ていくことを目的として積極的且つ戦力的に実施していきたいとしています。

1．九州生乳販連が実施する事業
以下にあげる基本戦略のもと、九州生乳販連が実施主体と
なります。
　（１） クオリティー性の高い「九州の牛乳」のキャラクター

で認知度を高める
　（２） 「安全・安心」「地産地消」「食育」の啓蒙をすることで、

「九州の牛乳」への理解を求める
　（３） 仕事を持ちながら家事もこなしている女性が増え、

そのような女性に対応した「九州の牛乳」で作る料
理レシピを紹介する

　（４）三位一体【生産者・乳業者・生活者】のキャンペーンを行う
　（５）全国の牛乳消費拡大キャンペーン「牛乳に相談だ。」（中央酪農会議）と連携

具体的事業内容としては、平成18年7月から平成19年3月まで、生産者乳価対策資金から約1億円を充当し、
以下の方法にて実施するとしています。〔（４）～（６）については別途予算〕
　（１）九州内のTV局・ラジオ局でのCM
　（２）ホームページの作成（九州の牛乳を啓蒙）
　（３） 牛乳パック1／ 4面を使って「九州の牛乳」を使った料理レシピや「九州の牛乳」についての幅

広い広告を掲載（乳業者に協力依頼）
　（４） 九州内スーパー店舗の牛乳売り場でのポップ設置と「九州の牛乳」を使った牛乳レシピ無料配

布の実施
　（５）「九州の牛乳」の看板掛け替え、ステッカー作成（営業車・タンクローリー・保冷車用）
　（６）「九州の牛乳」のキャラクターを使ったテーブル用バターケースのパッケージをデザイン

２．会員が主体となって実施する事業
　（１） 「宅配牛乳獲得運動」として、酪農家や会員・孫会員の関係者が実施主体となり、平成18年7月1

日から平成19年3月31日の期間、以下の実施方法により、家庭宅配・職場宅配等の獲得を目指す
としています。

 ①会員毎に乳業者選定と期間・重点地域を設定し、会員が企画立案し行動
 ②推進にあたって、選定乳業者以外の域内乳業者の契約家庭については継続を要請
 ③宅配期間の契約は最低3カ月以上

　（２） その他の事業として、会員の実情により、上記以外の方法による牛乳消費拡大事業を企画し実
施することができるとしています。

　なお。会員が主体となって実施する牛乳消費拡大事業の経費負担については、上記（１）（２）総合
の予算枠として、生産者乳価対策資金から総額2,500万円を充当することとしています。


